
 
 

川崎汽船グループ人権基本方針 

 

 川崎汽船グループは、グローバルに事業を展開する企業グループとして、自分たちの事業

活動が地域社会・国際社会に与える影響を自覚し、かつ、それを踏まえて事業活動を進めて

いくことが社会的責任の重要な側面の一つと考えています。そこで、国連の定める「ビジネ

スと人権に関する指導原則」に基づき、グループ人権基本方針(以下、本方針)を定め、川崎

汽船グループの事業活動に関わる全てのステークホルダーの人権尊重に向けた取り組みを

推進していきます。 

本方針は、川崎汽船グループの「グループ企業行動憲章」を補完するものであり、川崎汽

船グループで働くすべての役職員に対して適用されます。 

 

1. 人権尊重に関連した国際規範や法令の尊重・遵守 

川崎汽船グループは、「国際人権章典」で挙げられた基本的権利に関する原則および、

「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」などの人権に関わる国際規範

を支持し、尊重します。また川崎汽船グループは、企業活動を行うそれぞれの国や地域

で適用される人権に関わる法令を遵守します。国際的に認められた人権と各国や地域

の法令の間に矛盾がある場合、川崎汽船グループは本方針に基づき、国際的な人権の原

則を尊重するための方法を追求します。 

 

2. 人権の尊重 

川崎汽船グループは、全ての人の尊厳と権利を尊重し、差別の防止や労働基本権の尊重、

強制労働・児童労働の防止や、長時間労働の防止、多様な働き方の推進、労働安全衛生

の向上など、人権、労働慣行における重要課題に取り組みます。また、川崎汽船グルー

プは、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権の侵害や差別を行わず、間接的

にも人権侵害に加担しないように努めます。また、お取引先さまに対しても本方針を支

持するよう継続して働きかけを行います。 

 

3. 人権デューディリジェンスと救済・是正  

川崎汽船グループは、人権への負の影響を最小化するため、人権デューディリジェンス

を行うことにより対処します。当社グループの事業活動との関わりにおいて生じる人

権への顕在的または潜在的な負の影響を把握して、これを未然に防止または軽減して

いきます。 

川崎汽船グループが人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長し

たことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その救済、是正に取り組みます。

また、川崎汽船グループが直接人権への負の影響を助長していない場合でも、その事業

を通じて、取引先やその他の関係者が人権への負の影響と直接つながっている場合は、



 
ステークホルダーと協力しながら改善に努めていきます。 

また、川崎汽船グループは、グループ内外のステークホルダーが、人権に負の影響を与

える行為を通報・相談可能な体制を整えます。 

 

4. 教育と研修 

川崎汽船グループは、人権方針を浸透させ、それを遵守するために、役職員に対して適

切な研修と教育を行います。 

 

5. 情報公開 

川崎汽船グループは、ウェブサイトや統合報告書などを通じて、人権に対する取り組み

の進捗状況について、透明性をもって開示します。 

 

6. ステークホルダーなどとの対話と本方針の見直し  

川崎汽船グループは、ステークホルダーおよび社外の専門家との対話と協議を継続的

に行います。これらの対話や人権デューディリジェンスプロセスを通じて人権課題の

見直しを行うとともに、必要に応じて本方針を見直します。 

 

本方針は、2022 年 2 月 24 日に取締役会において承認されました。 

 

施行年月日 2022 年 2 月 24 日 

 


